
保険証切り替えのお知らせ
令和5年8月1日から新しい保険証に切り替わります。（有効期限は令和6年7月31日）

成人歯科健康診査についてお詫びと訂正
　成人歯科健康診査の対象となる方に、6月下旬ごろに町より受診券（ハガキ）をお送りしましたが、歯科医院の電話番号
に一部誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。
・あさざわ歯科医院　（誤）45-0138→（正）23-0821　　・水谷歯科医院　（誤）24-2570→（正）24-3570
■問合せ　保健福祉課　☎0778-47-8007

　新しい保険証は、役場から7月中に世帯主様あて
に郵送します。
※ 【国民健康保険限度額適用認定証】および【国民健康保険

限度額適用・標準負担額減額認定証】については、引き続
き必要とされる方のみ窓口で手続きを行ってください。

　新しい保険証は、「福井県後期高齢者医療広域連
合」から7月中に世帯ごとに郵送されます。

※8月1日を過ぎても保険証が届かない場合は、町民税務課までお問い合わせください。（保険証は一人に1枚発行されます。）
■問合せ　町民税務課　☎0778-47-8015
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金婚を迎えるご夫婦は、ご申請ください
　今年金婚をお迎えのご夫婦に、町からお祝いをさせていただきます。希望される方は、事前にご申請ください。記念
品は9月にお渡しする予定です。
対 象 者　昭和48年1月1日から12月31日までに婚姻届を提出し、今年満50年を迎えるご夫婦
申請期限　8月17日（木）
■申請・問合せ　保健福祉課　☎0778-47-8007　今庄事務所　☎0778-45-1111　河野事務所　☎0778-48-2111
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